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市議会議員に対する地域手当の支給について 

 

市議会議員に対する給与その他の給付については、地方自治法に規定さ

れており、「議員報酬」と「期末手当」のほか、公務のために旅行した際の

「費用弁償（旅費）」のみで、地域手当の支給に関する規定はない。 

 

【参照条文】 

○地方自治法 

第 203 条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給

しなければならない。 

② 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償

を受けることができる。 

③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支

給することができる。 

④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例で

これを定めなければならない。 

 

○さいたま市議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 203 条の規定

に基づき、さいたま市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」とい

う。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるも

のとする。 
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                                     参考 

市長・副市長に対する地域手当の支給根拠 

○地方自治法 

第 204 条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関

たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、

常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、

委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは

委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団

体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の

二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければな

らない。 

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、

住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、

特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当

(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員

特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、

勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手

当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害

派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策

派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めな

ければならない。 

 

○さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 204 条の規定

に基づき、市長、副市長、水道事業管理者、教育長、常勤の監査委員及

び特別職の秘書(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定

めるものとする。 

第 2 条 市長等の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及

び退職手当とする。 

２



　①民間給与の調査
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院（国の機関）、

他の人事委員会（都道府県、政令市等の機関）と共同で実施し、民間の給与を

調査している。
本年、国の人事院が、「行政課題の複雑化・多様化や今日の厳しい人材獲得競争を

　　踏まえ、公務の職務・職責を重視し、より規模の大きな企業と比較する必要がある」と

　　して、官民給与の比較対象企業規模を「50人以上」から「100人以上」に引き上げた。

人事院が指摘した人材確保の課題は、さいたま市にも共通するものであり、職員の

　　給与改定を決定するに当たっては、国家公務員との均衡も考慮することとされている

　　ことやこれまでも国に準拠して比較を行ってきたことを踏まえ、さいたま市においても

　　比較対象規模を「50人以上」から「100人以上」に改めた。

調査対象の事業所 調査した従業員

（いわゆる正社員が50人以上の事業所） （パート・アルバイト・契約社員などを除く）

市内493事業所中

119事業所

その他初任給、諸手当、給与制度等の調査

2025年職種別民間給与実態調査

事業所ごとのボーナスの調査
（R6.8～R7.7支給分）

(R7.4.23から6.13まで調査を実施）

従業員ごとの4月分給与の調査
（4月分給与・役職・学歴・年齢）

事務・技術

3,904人 287人

研究・教育等

一般職職員の給与の改定の仕組み

３



　

令和7年給与勧告まとめ

② 給与勧告

　給与勧告の実施状況（行政職給料表）

１ 改定の方針

・ 月例給は、民間給与との較差（12,033円、2.90%）を解消するため、給料表を引上げ改定

２ 特別給

・ 民間の支給割合に見合うよう支給月数を引上げ、期末・勤勉手当に反映 （4.60月分 → 4.65月分）

※ 再任用職員を含む。

３ 実施時期

・ 令和７年４月１日から実施。 ただし、特別給の令和８年６月期以降の支給に関する改定については、

令和８年４月１日から実施

本年は、月例給及び特別給ともに、４年連続のプラス改定となりました。

４



 
 

 

一般職の給与の改定状況（月例給）について 

 

 

 ・公民較差２．９０%の解消のため、行政職給料表の引上げ改定 

（平均３．１２％の表の引上げ改定） 

・初任給を始め若年層に重点を置きつつ、中高年層も含め全級・全号給に 

 ついて引上げ 

・大卒初任給を１２，０００円、高卒初任給を１２，３００円、それぞれ 

引上げ 

 

［人事委員会勧告による改定率］ 

・行政職給料表を次のとおり改定 

（各級の平均改定率） 

１級４．７８％、２級３．５２％、３級２．７９％、４級２．４７％、 

５級２．２４％、６級２．０５％、７級１．９３％、 

８級１．８１％ 

   ※各級における職務内容については、参考資料「さいたま市職員の職位に

ついて」を参照。 

 

［本市の現状］ 

 令和７年度   一般職全体の給与改定率         ２．９０％ 

         一般職局長級（８級）の給与改定率    １．８１％ 

         （令和６年度からの累計値２.９１％）     

 

［昨年度の状況］ 

・一般職全体の給与改定率      ２．６７％ 

 一般職局長級（８級）の給与改定率 １．１０％ 

・他の政令指定都市の状況及び職務や責任が特別職により近い幹部職員の給

与改定率を用いる方が望ましいとの委員からの意見があり、局長級（８級）

の給与改定率を採用したところである。 

 

 

令和７年さいたま市職員の月例給に関する給与勧告の内容 

５



 
参考 

さいたま市職員の職位について 

 

 

・市職員の職員と求められる役割【さいたま市職員組織成長ビジョン抜粋】 

 

級 主な職務名 求められる期待役割 

８級 
局長・区長 市政の経営者、局・区の統括責任者 

理事 市政の経営者、極めて困難な特命業務の責任者 

７級 

部長・所長 部の統括責任者、施策統括マネジャー 

副区長 区政の経営者、区の総合調整者 

副理事 特に困難な特命業務の責任者 

６級 

部長 部の統括責任者、区の施策統括マネジャー 

次長 施策の統括的推進者 

参事 特命業務の責任者 

５級 
課長・所長・室長 課の統括責任者、事務事業統括マネジャー 

副参事 特に複雑・困難な業務（特命業務）の遂行者 

４級 

課長補佐 事務事業の統括的推進者 

主幹 事務事業の統括的推進者 

総合調整幹 市政・区政の総合調整者 

調整幹 施策推進の調整者 

専門幹 複雑・困難な業務の遂行者 

参与 事務事業の統括的推進者 

３級 
係長・所長 係の統括責任者、事務事業の遂行単位責任者 

主査 業務の中心的遂行者 

２級 主任 業務の先見的遂行者 

１級 主事 業務の積極的遂行者 

６



審議結果 理　　　由 審議結果 理　　　由 改定率(％) 累計(％) 改定月数
改定後の
年間支給月

数
改定月数

改定後の
年間支給月数

0.92 0.10月 0.10月

(引上げ) (引上げ) (引上げ)

1.10 0.10月 0.05月

（引上げ） （引上げ） (引上げ)

1.81
（引上げ）

0.05月
（引上げ）

0.05月
(引上げ)

人事委員会勧告 人事委員会勧告 人事院勧告

月例給 特別給(期末・勤勉手当) 特別給(期末・勤勉手当)

月例給・特別給の審議結果 と改定状況等②

(1)
年
度

(2) 特別職報酬等審議会の開催状況及び審議結果等
(3)月例給及び特別給の改定状況 (4) 一般職の給与の改定状況 (5) 国の指定職

（事務次官等）
(2-1)
開催
回数

(2-2)審議結果等

月　例　給 特　別　給

月 例 給 特　別　給

3.40月Ｒ５ ２回 引上げ

一般職職員の給与改定率の累計値等を考慮して引上げの
改定を行うべきと判断し、一般職職員の給与改定率の累
計値のほか、財政規模の類似政令指定都市の平均額、人
口規模の類似政令指定都市の平均額の3つの改定案を参考
として審議を行った結果、これまで本審議会の審議にお
いて参考としてきた一般職職員の給与改定率の累計値を
基に、1.6%の引上げを答申

引上げ

国における指定職職員
の期末手当等の支給月
数との均衡を考慮し、
0.10月分の引上げを答
申

（給料・議員報酬）
　R6.4.1～
　（1.6%引上げ）
・市長　1,229,000円
・副市長  966,000円
・議長　　992,000円
・副議長　886,000円
・議員　　819,000円
※市長、副市長の給料
は特例条例のR6.4.1施
行により改定前に据置
き
　なお、R7.3.31限りで
当該条例失効

(期末手当年間支給月数)
　R5.12.1～
　（0.10月引上げ）
・市長、副市長　3.40月
・市議会議員　　3.40月

1.60 4.50月

3.45月Ｒ６ ２回 据置き

報酬等の額を改定する際に参考とする給与改定率の対象
を、一般職の職員全体ではなく一般職の局長級職員とし
た上で、局長級職員の給与改定率等を考慮すると、現時
点では改定を要する状況には至っていないと判断し、据
え置くことが適当との結論を報告。

引上げ

国における指定職職員
の期末手当等の支給月
数との均衡を考慮し、
0.05月分の引上げを答
申

―

(期末手当年間支給月数)
　R6.12.1～
　（0.05月引上げ）
・市長、副市長　3.45月
・市議会議員　　3.45月

1.10 4.60月

2.91 4.65月 3.50月Ｒ７

 ※　令和６年度以降、⑷一般職の給与の改定状況は、一般職の局長級職員の改定率を記載。

【参考】 【参考】

７

【参考】 関東政令指定都市の市長の給料月額等（R7.4.1時点）

支給割合 月額 支給月数

千 葉 市 1,300,000 ② 1,317,000 1.3% H30.4.1 1,317,000 ― ― ⑤ 1,317,000 15,804,000 4.60 ② 7,269,840 ④ 23,073,840

川 崎 市 1,200,000 ④ 1,216,000 1.3% R7.4.1 1,216,000 16% 194,560 ③ 1,410,560 16,926,720 3.45 ④ 6,888,518 ③ 23,815,238

横 浜 市 1,428,000 ① 1,599,000 12.0% H28.4.1 1,599,000 ― ― ① 1,599,000 19,188,000 4.60 ① 8,826,480 ① 28,014,480

相 模 原 市 1,142,000 ⑤ 1,181,000 3.4% R7.4.1 1,181,000 12% 141,720 ④ 1,322,720 15,872,640 3.40 ⑤ 6,400,546 ⑤ 22,273,186

平　　均　 1,267,500 1,328,250 4.8% ― 1,328,250 ― 168,140 1,412,320 16,947,840 4.013 7,346,346 24,294,186

さ い た ま 市 1,210,000 ③ 1,229,000 1.6% R6.4.1 1,229,000 15% 184,350 ② 1,413,350 16,960,200 3.45 ③ 6,911,280 ② 23,871,480

区　分
給料月額 月例給 年間支給額

改定前 現行 改定率 総額
年額

適用日 給料月額
地域手当

総額 月例給×12
特別給（期末手当）



 
 

 

総合振興計画について 

 

 

 長期的な展望に基づく都市づくりの将来目標を示すとともに、市政を総合的、

計画的に運営するため、各行政分野における政策や施策の方向性を定める市政

運営の最も基本となる計画。基本計画と実施計画の２層から構成されている。 

 

１ 基本計画（計画期間：１０年／令和３年～令和１２年） 

 中長期的な視点から目指すべき将来都市像と、その実現に向けた基本的な政

策及び施策を総合的、体系的に定めた計画。本市の都市づくりを計画的にすすめ

ていくための指針となるもの。 

 各分野における基本的な政策と施策及びその中から将来都市像の実現に効率

的かつ大きく貢献していく事業を「重点戦略」とし、それらの施策を下支えし、

効率的・効果的に推進していくための取組を「質の高い都市経営の実現」として

位置付けている。 

 

２ 実施計画（計画期間：５年／令和３年～令和７年） 

 基本計画に定められた政策及び施策を実現するための個別の事業を定めた計

画。事業内容、目標指標などを明らかにすることで、効果的・効率的に総合振興

計画を推進していくことを目的としている。 

 社会経済状況の変化や事業の進捗度合等を踏まえながら、原則として毎年度

見直し、改定を行うこととしている。 

 

 

 

 

 

2030 さいたま輝く未来と希望のプラン（総合振興計画） 

８



 
 

さいたま市総合振興計画基本計画の実施状況について 

 

  基本計画に掲載している全６３施策、実施計画に掲載している全３７０事業を対象と

し、施策の進捗状況及び目標に対する事業の達成状況について内部評価を実施。 

 

 事業評価  

１ 令和６年度 事業の達成状況（分野別） 

全３７０事業のうち、実施計画「質の高い都市経営の実現」に掲載している５４事業 

を除く３１６事業について達成度を評価したところ、８２事業が「Ａ 目標を上回って 

達成」、１８５事業が「Ｂ 目標をおおむね達成」の評価であり、割合は８４.５％であ 

った。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※再掲を含まない事業数とは、各分野で重複している事業を排除した数である。 

２ 令和６年度 事業の達成状況（質の高い都市経営の実現） 

「質の高い都市経営の実現」に掲載している５４事業について達成度を評価したとこ 

ろ、１７事業が「Ａ 目標を上回って達成」、２７事業が「Ｂ 目標をおおむね達成」の 

評価であり、割合は８１.５％であった。 
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令和７年度さいたま市民意識調査結果（中間報告） 

 

１.調査の概要 

調査地域…さいたま市全域 

  調査対象…さいたま市在住の満１８歳以上の男女 

  調査対象数…５,０００人 

  回収結果…有効回収数 ２,２４０人 

 

２.調査結果の概要「住みやすさと定住意向の推移」 

   今の地域が住みやすいと思う人（「住みやすい」と「どちらかといえば住みやすい」の
合計）（86.1%）は 8 割半ば、今の地域に住み続けたい人（「ずっと住み続けたい」と「当
分の間住み続けたい」の合計）（86.9%）は 9 割近くであった。 

  
 
３.調査の結果 

・あなたがお住まいの「地域」の住み心地はどうですか。 
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・あなたは、現在お住まいの「地域」にこれからも住みたいと思いますか。 
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市議会の主な取組事例 

            （議会広報紙ロクマル NO.99（6 年 2 月定例会）～ 

                        102（6 年 12 月定例会）より抜粋） 

１ 議員提出議案・委員会提出議案 

（令和６年２月定例会） 

 

（令和６年６月定例会） 

 

（令和６年６月定例会） 

 

（令和６年９月定例会） 
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２ オープン委員会の開催 

  

 

 

３ 議員向け研修の実施 

  

    
（令和６年２月）            （令和６年８月） 
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４ その他の取組事例 

 

※参考：令和７年６月定例会にて条例制定議案（議員提出議案）が可決 

  

（令和６年８月） 

 

 
（令和６年 10月～11 月） 
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